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国立大学法人鹿屋体育大学事業報告書

「国立大学法人鹿屋体育大学の概要」

１．目標

大学の基本的な目標

人類共通の知的資産である文化としてのスポーツは、個々人の健全な身体発達や、調

和と共生の精神を有する人間性豊かな人材の育成に、必要不可欠のものである。国立大

学法人鹿屋体育大学は、国立大学唯一の体育大学として、国民各層のスポーツへの多様

なニーズに応える教育・研究組織を柔軟に編制し、スポーツを通して創造性とバイタリ

ティに富む有為の人材を輩出するとともに、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に貢

献するために、以下の基本目標を掲げる。

（１）教育に関する目標

実学を重視し、科学的な基礎知識と幅広い応用能力及び優れた実技指導力をもった人材

の育成を目標とする。また、スポーツを通じて国際的感覚の養成に努める。

（２）研究に関する目標

競技力の向上及び運動による健康づくりの普及に関する実践的な研究を推進する。人文

、 、 、科学・社会科学・自然科学の諸領域にまたがる体育学の特性を活かして 総合的 学際的

実践的領域を研究開発する。

（３）社会貢献に関する目標

科学的なトレーニング法や発育期の一貫指導システムの研究開発を推進し、国際的な競

技力向上に貢献するとともに、社会の活性化に資する国民の健康増進と豊かなスポーツラ

イフの形成に向けたプログラムの研究成果を発信する。

２．業務

大学の教育研究等（１）

１）教育

・学部教育においては、平成１９年度に教育課程の改訂を予定しており、改訂に向

けた教育内容や方法等についての情報収集を行った。また、入学者選抜では推薦入

学の見直しを行った。大学院教育においては、幅広い知識と高い専門性を持った人

材の養成に取り組むとともに博士後期課程の設置に伴う教育研究の組織・環境づく

りに取り組んだ。

２）学生への支援

・学生の相談体制を整備したほか、健康で規則正しい生活の下での体調管理の大切

さを学ばせるために朝食の摂取を強く奨励した。その他、学生のスポーツボランテ
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ィア活動について、ボランティア事前研修・保険制度の整備・評価方法等の支援策

について検討を始めた。

３）研究

・全学的プロジェクト（ＴＡＳＳプロジェクト）において、競技力の優秀な学生に

対し科学的トレーニング等を提供するなどして、競技力の向上を図った。

・学長裁量経費により行った研究について、その研究の成果を学内で発表する仕組

みを確立した。

・科学研究費補助金の説明会を開催し、その獲得に取り組んだ。

、 。・教員の研究成果等を評価し その評価結果を教育研究経費の傾斜配分に生かした

４）社会との連携

・ジュニア期からのアスリートの養成やスポーツを通じた健康づくりを目的とした

大学を基盤とするスポーツクラブを創設し、地域に貢献した。

（２）業務運営

１）運営体制の改善

・意思決定機関としての「役員会 、審議機関としての「経営協議会 ・ 教育研究評」 」「

議会」の審議事項の明確化や開催日の定例化に取り組んだ。その他、学内の連絡調整

機関として「運営連絡会」及び「系主任会議」を新たに設け、学内の意思の疎通を図

った。

・学長のリーダーシップの下に大学を運営するために、学長直属の組織として特定の

業務について学長を助ける「学長補佐」や、教員と事務職員の協働の組織として「企

画室」等の５室を設置し、学内の意思決定の迅速化を実現した。

・学長選考において、全国の国立大学に先駆けて公募制を取り入れるなど、社会の意

見をより強く大学運営に反映させ開かれた大学を目指すための体制を整えた。また、

学長選考において学内の意向聴取（選挙）を行う際、事務職員（一部）もその有資格

者として加わることができるようにするなど教員と事務職員が一体となって大学運営

に関わることができるように措置した。

・学内の各種委員会に事務職員も構成員となって加わることとした。

２）教育研究組織の見直し及び人事の適正化

・教員の採用・昇任の人事について、学長の権限を強化した諸規程を整備し、それに

、 、 。 、基づき 学長による人事の一元管理を図り 教育研究組織の見直しを行った その際

本学の人件費総額から当中期目標期間中の所要人員を試算し、それに基づく教職員の

配置、採用、昇任等を実施した。

財務内容の改善（３）

１）外部資金その他の自己収入の増加

・外部資金の獲得に対するインセンティブを付与する仕組みを整備するとともに、自

己収入を確保する方策について検討を進めた。

２）経費の抑制

・管理的経費について、平成１６年度において法人化前の予算に比し約△１６％程度
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の配分を行った。また、平成１７年度当初予算の配分においても、対前年度△３ ％.4
の配分とするなど、当初の計画以上の管理的経費の抑制に取り組んだ。

３）資産の運用管理

・学内施設等の有効利用の観点から、体育施設の外部への有料による貸出を開始した

ほか、研究室、実験室等の課金や再配分を行った。

自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供（４）

１）評価の充実

・学内各組織及び各教員の自己点検・評価を実施するとともに、外部の有識者による

評価（外部評価）を実施した。この評価結果については改善策と合わせ公表すること

とした。

２）情報公開等

・重要な情報発信媒体であるホームページを活用し、大学概要やアドミッション・ポ

リシー、中期目標・中期計画・年度計画等や財務に関する情報、大学評価に関する事

項等を迅速かつ的確に公表するなど、情報の積極的な公開を進めた。

・本学の広報誌「邁進」において、ビジュアルを重視したページ構成により情報提供

を行った。

その他の業務運営（５）

・人員の不補充等による予算の残や予備費の執行残を教育研究施設や学生宿舎の改修

等に重点的に投入し、施設設備の充実を図った。

３．事務所等の所在地

鹿屋体育大学（本部） 鹿児島県鹿屋市白水町

鹿屋体育大学海洋スポーツセンター 鹿児島県鹿屋市高須町

４．資本金の状況

６，３１７，５２９，４８５円（全額 政府出資）
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５．役員の状況

役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１人、理事３人、監事２人。任期は

国立大学法人法第１５条の規定及び国立大学法人鹿屋体育大学通則の定めるところによる。

役 職 氏 名 就任年月日（任期） 主な経歴

学 長 芝 山 秀太郎 平成１６年４月１日～ 平成１１年４月 鹿屋体育大学副学長

平成１６年７月３１日 平成１２年８月 鹿屋体育大学長

平成１６年８月１日～ 平成１６年４月 国立大学法人鹿屋体育大学長

平成２０年７月３１日 平成１６年８月 国立大学法人鹿屋体育大学長（再任）

理 事 工 藤 敏 夫 平成１６年４月１日～ 平成１３年７月 弘前大学事務局長

平成１６年７月３１日 平成１５年４月 鹿屋体育大学副学長

平成１６年８月１日～ 平成１６年４月 国立大学法人鹿屋体育大学理事（副学長）

平成１７年３月３１日 平成１６年８月 国立大学法人鹿屋体育大学理事

（副学長 （再任））

理 事 松 下 雅 雄 平成１６年４月１日～ 平成１４年８月 鹿屋体育大学副学長

平成１６年７月３１日 平成１６年４月 国立大学法人鹿屋体育大学理事（副学長）

平成１６年８月 鹿屋体育大学アドミッションセンター長

倉 田 博 平成１６年８月１日～ 平成１２年８月 鹿屋体育大学副学長

平成１８年７月３１日 平成１４年８月 鹿屋体育大学海洋スポーツセンター長

平成１５年４月 鹿屋体育大学アドミッションセンター長

平成１６年８月 国立大学法人鹿屋体育大学理事（副学長）

理 事 萬 田 正 治 平成１６年４月１日～ 平成１３年１月 鹿児島大学学長補佐

平成１６年７月３１日 平成１３年４月 鹿児島大学副学長

平成１６年８月１日～ 平成１６年４月 国立大学法人鹿屋体育大学理事

平成１８年７月３１日 平成１６年８月 国立大学法人鹿屋体育大学理事（再任）

監 事 前 原 照 男 平成１６年４月１日～ 平成２年１月 鹿屋市民生部長

平成１８年３月３１日 平成５年８月 鹿屋市総務部長

平成６年８月 鹿屋市収入役

監 事 中 野 惇 夫 平成１６年４月１日～ 平成６年４月 南日本新聞社編集委員兼論説委員

平成１８年３月３１日 平成９年４月 南日本新聞社鹿屋支社長兼論説

委員

平成１５年７月 財団法人カラモジア理事
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６．職員の状況

教員６６人

職員７４人

７．学部等の構成

体育学部

・体育・スポーツ課程

・武道課程

大学院体育学研究科

・修士課程

・博士後期課程

附属図書館

学内共同教育研修施設

・外国語教育センター

・海洋スポーツセンター

・スポーツトレーニング教育研究センター

・生涯スポーツ実践センター

・アドミッションセンター

・スポーツ情報センター

保健管理センター

８．学生の状況

総学生数 ７５１人

学部学生 ６９５人

修士課程 ４７人

博士後期課程 ９人

９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法

１０．主務大臣

文部科学大臣

１１．沿革

昭和５６年１０月 １日 鹿屋体育大学開学

昭和５９年 ４月２２日 第１回入学式挙行

昭和６０年 ４月 １日 外国語教育センター設置

昭和６２年 ４月 １日 海洋スポーツセンター設置

昭和６３年 ４月 １日 大学院体育学研究科（修士課程）設置

昭和６３年 ４月２６日 第１回大学院体育学研究科（修士課程）入学式挙行
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昭和６３年 ５月２５日 保健管理センター設置

平成 ６年 ５月２０日 スポーツトレーニング教育研究センター設置

平成１０年１２月 １日 スポーツ情報センター設置

平成１３年 ４月 １日 生涯スポーツ実践センター設置

平成１５年 ４月 １日 アドミッションセンター設置

平成１６年 ４月 １日 国立大学法人鹿屋体育大学設立

平成１６年 ４月 １日 大学院体育学研究科（博士後期課程）設置

１２．経営協議会・教育研究評議会

○経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

芝 山 秀太郎 国立大学法人鹿屋体育大学学長

工 藤 敏 夫 国立大学法人鹿屋体育大学理事（組織・運営担当）

松 下 雅 雄 国立大学法人鹿屋体育大学理事（教務・学生担当）

倉 田 博 ※ 松下（16.4.1～16.7.31） 倉田（16.8.1～）

萬 田 正 治 国立大学法人鹿屋体育大学理事（研究・社会連携担当）

冨 岡 逸 郎 国立大学法人鹿屋体育大学事務局長

上 治 丈太郎 （財）ミズノスポーツ振興会専務理事

（財）ミズノ国際スポーツ交流財団専務理事

岡 崎 助 一 （財）日本体育協会事務局長

加賀谷 淳 子 日本女子体育大学長

西 田 善 夫 東京都北区教育委員会委員長

脇 田 稔 鹿児島県副知事
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○教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

芝 山 秀太郎 学長

工 藤 敏 夫 理事（組織・運営担当 、副学長）

松 下 雅 雄 理事（教務・学生担当 、副学長）

倉 田 博 ※ 松下（16.4.1～16.7.31） 倉田（16.8.1～）

萬 田 正 治 理事（研究・社会連携担当）

田 口 信 教 学長補佐(学術情報・産学連携担当)、附属図書館長、海洋スポーツセンター長

川 西 正 志 学長補佐(生涯スポーツ担当)、生涯スポーツ実践センター長

國 分 國 友 学長補佐（競技力向上担当）

宮 下 和 子 外国語教育センター長

西 薗 秀 嗣 スポーツトレーニング教育研究センター長

倉 田 博 アドミッションセンター長

松 下 雅 雄 ※ 倉田（16.4.1～16.7.31） 松下（16.8.1～）

志 村 正 子 スポーツ情報センター長、大学院体育学研究科総合健康運動科学系主任

齊 藤 和 人 保健管理センター所長

田 中 孝 夫 体育学部スポーツパフォーマンス系主任

荻 田 太 体育学部スポーツパフォーマンス系副主任

山 本 正 嘉 体育学部スポーツパフォーマンス系副主任
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氏 名 現 職

柳 敏 晴 体育学部スポーツライフスタイル・マネジメント系主任

吉 武 裕 ※柳（16.4.1～16.8.31） 吉武（16.9.1～）

宮 田 和 信 体育学部スポーツライフスタイル・マネジメント系副主任

吉 武 裕 体育学部スポーツライフスタイル・マネジメント系副主任

前 田 博 子 ※吉武（16.4.1～16.8.31） 前田（16.9.1～）

重 岡 孝 文 体育学部伝統武道・スポーツ文化系主任

大 坪 壽 体育学部伝統武道・スポーツ文化系副主任

吉 重 美 紀 体育学部伝統武道・スポーツ文化系副主任

竹 倉 宏 明 大学院体育学研究科総合トレーニング運動科学系主任

冨 岡 逸 郎 事務局長
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「事業の実施状況」

Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上

１．教育に関する実施状況

（１）教育の成果に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ３～４）の）」

「計画の進行状況等」に記載のとおり

（２）教育内容等に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ５～９）の）」

「計画の進行状況等」に記載のとおり

（３）教育の実施体制等に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ１０～１２））」

の「計画の進行状況等」に記載のとおり

（４）学生への支援に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ１３～１４））」

の「計画の進行状況等」に記載のとおり

２．研究に関する実施状況

（１）研究水準及び研究の成果等に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ１５～１７））」

の「計画の進行状況等」に記載のとおり

（２）研究実施体制等の整備に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ１８～２０））」

の「計画の進行状況等」に記載のとおり

３．その他の実施状況

（１）社会との連携、国際交流等に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ２１～２３））」

の「計画の進行状況等」に記載のとおり

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化

１．運営体制の改善に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ２５～２６））」

の「判断理由（実施状況等 」に記載のとおり）

２．教育研究組織の見直しに関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ２７）の「判）」

断理由（実施状況等 」に記載のとおり）

３．人事の適正化に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ２８～２９））」

の「判断理由（実施状況等 」に記載のとおり）

４．事務等の効率化・合理化に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ３０～３１））」

の「判断理由（実施状況等 」に記載のとおり）
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Ⅲ．財務内容の改善

１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ３３～３４））」

の「判断理由（実施状況等 」に記載のとおり）

２．経費の抑制に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ３５～３６））」

の「判断理由（実施状況等 」に記載のとおり）

３．資産の運用管理の改善に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ３７）の「判）」

断理由（実施状況等 」に記載のとおり）

Ⅳ．自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

１．評価の充実に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ３９～４０））」

の「判断理由（実施状況等 」に記載のとおり）

２．情報公開等の推進に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ４１）の「判）」

断理由（実施状況等 」に記載のとおり）

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項

１．施設設備の整備・活用等に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ４３～４４））」

の「判断理由（実施状況等 」に記載のとおり）

２．安全管理に関する実施状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ４５）の「判）」

断理由（実施状況等 」に記載のとおり）

Ⅵ．予算（人件費見積含む 、収支計画及び資金計画。）

※別紙のとおり（ｐ．１２～１４）

Ⅶ．短期借入金の限度額

５億円

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

該当なし

Ⅸ．剰余金の使途

該当なし

Ⅹ．その他

１．施設・設備に関する状況
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別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ４９）の「実）」

績」に記載のとおり

２．人事に関する状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ５０）の「実）」

績」に記載のとおり

３．災害復旧に関する状況

別添「平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋 （Ｐ５１）の「実）」

績」に記載のとおり

ⅩⅠ．関連会社及び関連公益法人等

１．特定関連会社

２．関連会社

３．関連公益法人等

該当なし
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別紙

Ⅵ．予算（人件費見積もり含む 、収支計画及び資金計画。）

１．予算 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差額

（決算－予算）

収入

１，６６３ １，６６３ ０運営費交付金

２３ ２２ △１施設整備費補助金

－ － －船舶建造費補助金

０ ０ ０施設整備資金貸付金償還時補助金

０ ０ ０国立大学財務・経営センター施設費交付金

４７６ ４８５ ９自己収入

４２４ ４３２ ８授業料及び入学金検定料収入

－ － －附属病院収入

０ ０ ０財産処分収入

５２ ５３ １雑収入

３４ ３１ △３産学連携等研究収入及び寄付金収入等

０ ０ ０長期借入金収入

２，１９６ ２，２０２ ６計

支出

２，１３９ ２，０１７ △１２２業務費

１，３０２ １，２０３ △９９教育研究経費

－ － －診療経費

８３７ ８１４ △２３一般管理費

２３ ２２ △１施設整備費

－ － －船舶建造費

３４ ３１ △３産学連携等研究経費及び寄付金事業費等

０ ０ ０長期借入金償還金

２，１９６ ２，０７１ △１２５計

※決算額は、各区分毎に百万円未満を四捨五入して計上

２．人件費 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差額

（決算－予算）

１，３１６ １，２４４ △７２人件費（承継職員分の退職手当は除く）

※決算額は、各区分毎に百万円未満を四捨五入して計上
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３．収支計画 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差額

（決算－予算）

２，１６５ ２，２１４ ４９費用の部

２，１６５ ２，０６５ △１００経常費用

１，９９９ １，７９５ △２０４業務費

４６２ ４５１ △１１教育研究経費

－ － －診療経費

２４ ２１ △３受託研究費等

５２ ５０ △２役員人件費

８３１ ６７４ △１５７教員人件費

６３０ ５９９ △３１職員人件費

１５２ １５６ ４一般管理費

０ ０ ０財務費用

０ ０ ０雑損

１４ １１４ １００減価償却費

０ １４９ ０臨時損失

２，１６５ ２，２２８ ６３収益の部

２，１６０ ２，０５５ △１０５経常収益

１，６３５ １，４７５ △１６０運営費交付金

３５４ ３７６ ２２授業料収益

５８ ６７ ９入学金収益

１２ １１ △１検定料収益

－ － －附属病院収益

２４ ２１ △３受託研究等収益

１１ １０ △１寄附金収益

０ ０ ０財務収益

５２ ５１ △１雑益

２ ２ ０資産見返運営費交付金等戻入

０ ０ ０資産見返寄附金戻入

１２ ４１ ２９資産見返物品受贈額戻入

５ １７３ １６８臨時利益

０ １４ １４純利益

０ １４ １４総利益

※決算額は、各区分毎に百万円未満を四捨五入して計上
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４．資金計画 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差額

（決算－予算）

２，２２０ ２，１９８ △２２資金支出

２，１４６ ２，０００ △１４６業務活動による支出

５１ ７０ １９投資活動による支出

０ ０ ０財務活動による支出

２３ １２７ １０４翌年度への繰越金

２，２２０ ２，１９８ △２２資金収入

２，１７４ ２，１５３ △２１業務活動による収入

１，６６３ １，６６３ ０運営費交付金による収入

４２４ ４０６ △１８授業料及入学金検定料による収入

－ － －附属病院収入

２４ ２１ △３受託研究等収入

１１ １０ △１寄付金収入

５２ ５３ １その他の収入

２３ ２２ △１投資活動による収入

２３ ２２ △１施設費による収入

０ ０ ０その他の収入

０ ０ ０財務活動による収入

２３ ２３ ０前年度よりの繰越金

※決算額は、各区分毎に百万円未満を四捨五入して計上




